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大阪市内自転車撤去他作業

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局大阪国道事務所長
国土交通技官　　　　　　　逢坂　謙志
大阪府大阪市城東区今福西２－１２－３５

令和　２年　４月　１日

大阪市建設局長
大阪市住之江区南港北２－１－１０

¥２４，１３０，５１０．－

¥２４，１３０，５１０

　本業務は、放置自転車が交通の支障になっている駅周辺の国道内において、 「大阪市
自転車等の駐車の適正化に関する条例」第１０条第２項に基づき放置 自転車等の積込、
運搬及び搬入についての作業を行うものである。
　本業務の実施にあたっては、即時撤去するためには大阪市職員の立ち会いが必要なこと
撤去した不法駐輪自転車等の保管所が大阪市において定められていること、大阪国道事務
所が管理する大阪市内の国道の指定区間内における放置禁止区域内の放置自転車や不法駐
輪自転車等の撤去、運搬、保管所の管理運営及び自転車等の処分においては、大阪市建設
局長と「国道の指定区間内における放置禁止区域内の放置自転車等の処理に関する覚書」
を締結していることを踏まえ、同覚書第２条に基づき委託するものである。


